
都市計画、建築等に係る専門的知識を有する者の派遣に関する要綱  

 

(趣旨 )  

第１条  この要綱は、川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条

例（平成１５年川崎市条例第２９号）第３０条に規定する都市計画、建

築等の制度に関する専門的知識を有する者の派遣について、必要な事項

を定めるものとする。  

（派遣登録者名簿の登録等）  

第２条  市長は、一級建築士、技術士、土地区画整理士等の資格を有す

る者で適切と認めるものを、派遣登録者名簿に登録するものとする。  

２  市長は、前項に規定する派遣登録者名簿について、２年を超えない

範囲内において見直しを行うものとする。  

（登録者の業務）  

第３条  派遣登録者名簿の登録者は、近隣関係住民からの要請に応じ、

当該対象事業に係る都市計画、建築等に関する制度についての説明を行

うものとする。  

（派遣）  

第４条  市長は、当該対象事業に係る近隣関係住民１０人以上で構成す

る団体（以下「団体」という。）から派遣を要請された場合は、派遣登

録者名簿に登録した者から適切と認めるものを派遣する。  

２ 派遣の回数は、当該対象事業について２回までとする。  

３ 派遣の人数は、１回の派遣について２人までとする。  

（派遣の申請）  

第５条  派遣を受けようとする団体の代表者は、派遣申請書（第１号様

式）に必要事項を記載し、派遣を受けようとする日の１４日前までに市



長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場

合については、この限りでない。  

（派遣の決定通知）  

第６条  市長は、前条の規定による申請があった場合は、派遣決定通知

書（第２号様式）により、申請を行った団体の代表者に通知するものと

する。  

（業務報告）  

第７条  第３条の規定により説明を行った者は、業務を行った日から７

日以内に、派遣業務報告書（第３号様式）を市長に提出しなければな

らない。  

（費用の負担）  

第８条 派遣に要した費用は、予算の範囲内において、市が負担する。  

（委任）  

第９条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、まちづくり局長が

定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成１６年１月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は、平成２３年９月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 


